
○ 今回の電気料金値上げは主として燃料費の増加によるものであることから、燃料費の増加と直接関係

する電力量料金を値上げすることといたします。（基本料金は据え置きます）

○ ご家庭向け電気料金は、ご使用量の増加にともない料金単価が上昇する３段階料金を設定しており、

今回の値上げでは、毎日の生活に必要不可欠な照明や冷蔵庫などの電気ご使用量に相当する第１段料金
の値上げ幅をおさえることとしましたが、加えて、経済産業省の査定方針に基づき、平均的なご使用量
に応じた第２段料金について、申請時からの引下げ幅を大きくすることで、より多くのお客さまのご負
担軽減に繋がるよう見直しいたしました。

ご家庭向け電気料金の設定の考え方

※ 旧単価と新単価を同じ条件で比較するため、旧単価には申請時の燃料費調整
単価（0.47円/kWh）を含みます。

※ 消費税等相当額を含みます。

〔ご家庭向け電気料金〕
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